
 ○池田町 保育のための副食費の特例助成について 
 

○ 助成の対象要件 

  ３歳児～5 歳児の池田町の子どものうち、次の２要件に全てあてはまる児童は、池田町の副

食費特例助成の対象となります。 

① 世帯の中学生以下でカウントして３人目以降の子 

② 国の制度により副食費が無償とならない子 
 

○ 助成の対象期間 

  ４月１日から翌年３月３１日まで 
 

○ 助成の金額 

  通所（通園）する保育所・幼稚園における通常の保育で現にかかった副食費（※）を、全額

助成します。（※上限額：1月当たり 4,７00円） 

    ※支払っている給食費に主食費（ごはんやパン、麺類など）が含まれている場合には、かか

った給食費のうち 8割を副食費として算定します。 
 

○ 申請と支払いの方法 

  別添の申請書により、各施設を通じて町へ申請してください。 副食費助成金については、

保護者に代わって保育所・幼稚園に町が直接支払います（代理受領）。 

    （これにより、保護者の方は毎月町に請求する手間がなくなります。） 

 

副食費助成金の申請と支払（代理受領）の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○ 問合せ先 

池田町保健センター（子育て支援係） ℡ 015-572-2100 

①施設を通じて 
申請書を町へ 
提出 

利用者 保育所・幼稚園 
池田町 

（保健センター） 

③助成金を町へ請求 

②助成を決定した場合、 

決定通知書を送付 

④助成金の支払 

（施設が代理受領） ※副食費の支払 
は不要です 


